
ll施策の内容・目標  

1．若者の自立とたくましい子どもの育ち  

（1）若者の就労支援の充実  

○若者が宇＜から仕事に接し、考える機会を持つことができ、就業を自ら   

の人生において積極的に位置づけられるようにすることを通じて、若者   

の生活基盤の強化を図り、自立を促す。  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

□初等中等教育段矧こおけるキャリア教育の推進   

職場体験等を通じて、小・中・高等学校におけるキャリア教育の更なる推進を図る。  

ロキャリア探索プログラムの推進   

職業や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考えさせるた   

め、ハローワークを通じ、企業人等を講師として学校に派遣する。  

ロインターンシップ（就業体験）の推進   

インターンシップに前向きに取り組む大学等の支援を通じ、学生の学習意欲の向上や高い職   

業意識の向上等に意義を有するインターンシップを推進する。  

□若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）における   

支援の推進   

若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）において、地域の企業や学   

校などと連携し、若年者向けの情報提供、カウンセリングや職業紹介などの各種サービスを一   

貫して提供する。  

□若年者試行雇用の活用  常用雇用移行率 旦9％  

（平成18年度までの目標）   

学卒未就職者などの職業経験が十分ではない若年者を対象に、3か月間の試行雇用を活用し、  

常用雇用の実現を支援する。  

□日本版デュアルシステムの推進   

若年者向けの実践的な教育・職業能力開発の仕組みとして、企業での実習と教育・職業訓練   

の組合せ実施により、若者を一人前の職業人に育てる新しい職業訓練システムである「日本版   

デュアルシステム」を推進する。  

ロキャリア・コンサルタントの養成・活用  約2万人（15年鹿 → 約5万人   

の推進  （平成18年度までに達成）  
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個々人の職業生活の設計や、それに即した職業選択、能力開発等を支援する「キャリア・コ  

ンサルタント」を養成するとともに、その活用を推進する。  

新規学卒就職者の就職後3年以内の  

離職率を毎年度対前年度比で減少  

（平成18年度までの目標）   

□職場定着の促進  

地域における若年労働者の相互交流や企業人専管理者の講習等の取組を促進するとともに、  

働くことに関わる幅広い相談に身近に応ずる体制を整備する。  

（注沌封旨すべき社会の姿lよ本プランに掲げた具体的施策を中心に、関連する施策を総合的に推進する   

ことにより、実現を目指すものとして掲げた。（以下同様。）  

（2）奨学金事業の充実  

○若者の自立を促すためにも、勉学を希望する若者が経済的理由でその機   
会を失うことがないよう支援する。  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

□日本学生支援機構奨学金事業の充実  基準を満たす希望者全員への貸与に向  

け努力   

若者の自立を促すためにも、勉学を希望する若者が経済的理由でその機会を失うことがない   

よう、奨学金制度による支援を一層推進する。  

（3）体験活動を通じた豊かな人間性の育成  
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○子どもたらが、様々な自然体験・社会体験活動の機会を持ら、自然や人   
とJSれあう中で、基本的なルーノh感性、社会性等を身に付け、意欲に   
あふれた自立した若者へと成長できるようにする。  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

ロ子どもの多様な活動の機会や場所づ＜りの推進   

子どもたちが放課後や週末に様々な体験活動や地域住民との交流活動等を行えるような地   

域における取組の推進を図る。  

ロ地域ボランティア活動の推進   

子どもたちと地域社会との関わりを深め、豊かな人間関係を形成できるよう、高等学校等に   

おけるボランティア活動の単位認定等の取組を促進するなど、地域におけるボランティア活動   

の全国的な展開を推進する。  

全国の小牒塵期  

間のまとまった体験活動が実施される  

ようになること   

□学校における体験活動の充実  

児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むため、都市部から農山漁村や自然が豊かな地域に出  

かけ、異なる環境における豊かな体験活動の促進や、長期にわたる集団宿泊等の共同体験等を  

はじめとした、他校のモデルとなる体験活動に取り組む。  

全回に普及  

（平成19年度までに達成）   

ロ青少年の自立を支援する体験活動の充実  

青少年が自立した人間として成長することを支援するため、青年の長期社会体蜘古動等の主  

体性・社会性をはぐくむ体験活動を推進する。  

小中学生のこどもエコクラブ登録者数   

82，299人（15年鹿 →11万人  

□こどもエコクラブ事業の推進  

（平成18年度までの目標）   

こどもエコクラブを通じて、身近な地域社会での自主的な環境学習を行う機会の提供などの  

体鮒舌動の推進を図る。  

□子どもパークレンジャー事業の推進   

子どもパークレンジャー事業を通じて、国立公園等の豊かな自然の中で自然や環境の大切さ   

を学ぶ機会の提供などの自然体掛古動の推進を図る。  

□農林漁業体験活動等の推進   

農山漁村の豊かな自然環境の中で、様々な農林漁業体験古動や自然牌古動等を経験すること   

を通じた人間性の育成を図るとともに、身近な自然に鼻L、してふれあえる環境整備を推進する。  
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□都市公園の整備   

都市公園の整備やその活動を通して、身近な自然にふれあうとともに、自由に遊べる場を地   

域全体で確保する。  

ロ5朝Il空間を活用した体験活動の推進   

NPO、ボランティア団体等と連携し、河川特有の機能を十分に活かした取組を推進するとと   

もに、必要に応じて交流・自然体験・環境教育の場としての身近な水辺環境の整備を実施する。  

□自然・社会教育活動等の場としての海岸づ＜り   

海辺における自然・社会教育活動等を安全に楽しめ、また、都市・農漁村及び世代間の交流   

の場となる海岸づくりを推進する。  

（4）子どもの学びの支援  

○子どもたらが「生きる力」をはぐくむことができる学校教育を推進する   

ため、魅力ある公立学校づくりをはじめとする子どもたらの学びを支援   
する。  

（具体的施策）  

□義務教育改革の推進   

義務教育の到達目標の明確化、学力の向上、教員の資質向上などをはじめとする義務教育改   

革を推進し、信頼され、安心して子どもを託すことのできる学校づくりを図る。  

□「生きる力」の育成   

学習意欲の向上や指導の改善等をねらいとする「学力向上アクションプラン」の推進や習熟  

度別指導や少人数指導の推進等により「確かな学力」の向上を図るとともに、学校における体  

験活動の充実等による豊かな人間性の育成を図る。また、学校における体育・運動部活動の充   

実等により子どもの健廉・体力をはぐくむ。  

□地域に開かれ信頼される学校づ＜り   

学校評価の実施及びその結果の公表を促進することにより、学校の説明責任を果たし、教育   

活動の改善を図る。学校評議員制度や、保護者や地域住民が公立学校運営に参画する学校運営  

協議会制度（コミュニティ・スクール）の設置を促進する。  
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ロ特色ある高等学校づくり   

多様化する生徒の実態に村応し、生徒の個性を最大限に伸ばすため、将来の科学技術系人材   

や専門的職業人の育成や、総合学科や単位制高等学校など特色ある学校・学科等の設置を推進   

する。  

2．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し  

○職場優先の風土を変え、働き方の見直しを図り、男性も女性もともに、  
社会の中で個性と能力を発揮しながら、子育てにしっかりと力と時間を注  
ぐことができるようにする。   

①企業等におけるもう一段の取組の推進  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

ロー般事業主行動計画の策定・実施の  行動計画を策定し次世代育成支援に  

取り組む企業の割合  支援   

100％  去企業  

中小企業   2旦匙  

次世代育成卿こ基づ＜認  
定企業数  

計画策定企業の20％以上   

中小企業も含め、次世代育成支援村策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を支援する  

とともに、当該計画に定める目標達成など一定の基準に適合する企業を認定し、その好事例に  

ついて広く普及を図る。  

ロブアミリー・フレンドリー企業の普及  表彰企業数   

促進  227企業（16年度までの累計 → 700企業  

（21年度までの累計）   

事業主の意識啓発等により、仕事と育児が両立できるような様々な制度と職場環境を持つ企   

業（ファミリー・フレンドリー企業）の普及を促進する。  
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②育児休業制度等についての取組の推進  

（具体的施策）  

□育児休業制度の定着  

（今後5年間の目標）  

育児休業制度を就業規則に規定してい  

る企業の割合   

61．4％（14年）→100％   
育児・介護休業法について、制度の周知等を図るとともに、企業の制度として定着するよう、  

育児休業制度が就業規則に未整備の事業所への指導を徹底する。  

□育児休業の取得促進、子育て期間中の勤務時間短縮等の措置の普及促進   

育児休業取得率の目標達成に向け、職場の意識改革を進めるための啓発活動や好事例の普及   

を図る。また、事業主に対する指導や助成等により、子育て期間中の勤務時間短縮等の措置の   

導入促進を図る。  

口時間外労働の制限、深夜業の免除、子の看護休暇の制度の定着   

育児中の労働者が請求した場合には、時間外労働が制限（年150時間まで）される制度及   

び深夜の労働が免除される制度や、労働者が病気やけがをした子の看護のために休める制度の   

周知・徹底を図る。   

③男性の子育て参加の促進  

（具体的施策）  

□男性の子育て参加促進に向けた取組   

の推進  

（今後5年間の目標）  

次世代育成支援対策推進法に基づく認  

定企業（男性の育児休業取得実績がある  

企業）の割合 計画策定企業の20％以  

上   

男性の子育て参加を促進するため、企業トップを含めた職場の意識改革、管理職や従業員へ  

の研修の実施、育児休業取得者が出た場合の雇用管理ルールの明確化等の取組を推進する。ま  

た、子どもの出生時における5日程度の休暇の取得促進について、次世代育成支援対策推進法  

に基づく特定事業主行動計画に基づき官公庁が率先して進めることにより、民間企業等への普  

及を図る。   

④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

□個々人の生活等に配慮した労働時間の設定改善に向けた労使の自主的取組の推進   

労働時間の短縮の促進に関する臨日封旨置法（時短法）について、育児をはじめ労働者個々人   

の生活等に配慮した労働時間、休日、休暇の設定を促進するものへと見直す。  
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田仕事と生活の調和キャンペーンの推進   

（「短時間集中」型の働き方等の普及）  

官公庁と大企業のすべてが取組   

生産性の向上を図るため、各企業等において業務や作業の手順等を見直し、無駄を廃して、  

より短い時間での効率的な業務遂行等を進める取組や在宅勤務、短時間就労等の導入を促進す  

るための意識啓発を行う。  

□長時間にわたる時間外労働の是正  長時間にわたる時間外労働を行ってい  

る者1割以上減少  
〔週労動時間60時間以上の雇用者の割合12．2％（15年）〕   

育児期にある労働者の生活等に配慮しつつ労働時間等の設定の改善を図ることが人材の確  

保や生産性の向上につながることについて労使当事者に周知するとともに、フレックスタイム  

制等の弾力的な労働時間制度の活用等により多様な働き方を実現することを通じて、長時間に  

わたる時間外労働の是正を図る。  

□年次有給休暇の取得促進  企業全体に係る労働者－．人平均年次有  

給休暇の取得率  

47．4％（15年廓 → 少なくとも55％以上   
労働者が子育てのために年次有給休暇を取得しやすいようにするため、計画的付与制度の導  

入、好事例の紹介や意識啓発活動を推進する。  

ロバートタイム労働者の均衡処遇の推進  パートタイム労働者と通常の労働者と  

の均衡処遇に向けた環境の整備を進め  

る企業の割合が増力ロする   

パートタイム労働者と通常の労働者との間の均衡処遇を進める上での具体的な考え方を示  

したパートタイム労働法に基づく指針が浸透・定着するよう取り組むとともに、処遇や人事制  

度の見直しなと均衡処遇の推進に取り組む事業主を支援する。  

□柔軟な転換制度の導入の推進   

働き方の多様な選択が可能となるよう、コース別雇用管理制度を導入している企業における   

いわゆる総合職・一般職相互間のコース転換制度の導入を推進する。併せて、パートタイム労  

働者の通常の労働者への転換制度の普及を図る。  

□多様就業型ワークシェアリンクの普及促進   

平成17年度中に、短時間正社員など公正な処遇が図られた多様な働き方の導入をめざす多  

様就業型ワークシェアリングの「制度導入・利用マニュアル」を開発し、これを用いて、多様  

就業型ワークシェアリングの普及を図る。  
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ロテレワークの普及促進  就巣人口に占めるテレワーカー偶の比率  

（剥情報通信手段を週8時間以上活用じて、時間や  

場所に制約されない働き方をする人。  

6．1％（14年）→ 三塁％  

（平成22年までの目標）   

テレワークの実態調査を行うとともに、テレワークに関する企業内制度やセキュリティの高  

いテレワてク環境の導入の推進、創業・事業化を容易にするための必要な環境整備、導入のた  

めのガイドラインの整備、推進組織による普及活動等を通じて、適正な就業環境の下でのテレ  

ワークの普及促進を図る。  

□公務員の勤務形態の弾力化・多様化   

公務員の勤務時間等に関する制度を弾力化・多様化し、職業生活と家庭生活の両立支援の推   

進を図る。   

⑤安心して妊娠・出産u動き続けられる職場環境の整備  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

□妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの是正   

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについて、行政指導の徹底を図るとともに、解雇以   

外の不利益取扱いについての法的整備を検討する。  

□母性健康管理対策の推進   

医師等の指導事項を的確に伝達するための連絡カードの活用等により、妊娠中及び出産後の   

女性労働者に対する適切な母性健康管理の推進を図る。  

ロ企業におけるポジティフ・アクション  取組企業の割合   

の普及促進  29．5％（15年廓 → 4Q％   

男女が職場で十分に能力を発揮しながら安心して子どもを生み育てられる環境整備の観点   

から、公正公平な人事評価・処遇を含む企業におけるポジティブ・アクションの普及促進を図   

る。また、その際、出産や育児による欠勤等がハンディにならないような人事管理制度、能力   

評価制度等の導入を積極的に推進する。   

⑥再就職等の促進  

（具体的施策）  

口再就職準備支援の推進  

（今後5年間の目標）   

育児等のために退職し、将来再就職を希望する者に対して、再就職に向けた具体的取組計画  

の策定支援、職場体験講習の実施、再就職に役立つ情報の提供を行う（再チャレンジサポート  

プログラム）などきめ細かい支援を推進する。  
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ロ育児時間に配慮した滴隣矧Il練等の推進   

育児中の求職者が公共職業訓練を受講できるよう、柔軟な訓練コース時間の設定を行う。ま   

た、民間機関も活用して再就職希望者のニーズに対応した職業訓練を実施する。  

D両立支援ハローワークにおける再就職の援助等の推進   

育児が一段落し、再就職を希望する者等に対し育児・家事等と就職の両立を支援するため、  

子ども連れでも利用しやすい施設を整えた「両立支援ハローワーク」において、職業情報の提  

供、ガイダンスの実施、多様な職業紹介の実施等による再就職支援を推進する。   

また、職務分析に基づく職業能力評価制度の整備により、個人の職業能力や企業が求める職  

業能力が明らかになることで、円滑な再就職を促進する。  

口求人年齢の上限の緩和促進  公共職業安定所における全求人に占め  

人の割合  

15．2％（15年鹿 → 旦毯  

（平成17年度）   

育児が一段落し、再就職を希望する者等が、求人の年齢制限により求職活動の制約を受ける  

ことがないよう、ハローワークの窓口等で個別の企業に対する啓発・指導等を行うなど、求人年  

齢別限緩和の取組を推進する。  

□求職者の保育所利用の促進   

育児中の求職者が安心して求職活動ができるよう、保育所の受入児童数の増大を図りつつ、   

求職中も保育所の利用ができることを市町村やハローワークにおいて積極的に周知する。  

目指すべき社会の姿  

◇希望する者すべてが安心して育児休業等を取得できる職場環境となる   

（育児休業取得率 男性10％、女性80％／小学校就学の始期まで   
の勤務時間短縮等の措置の普及率 25％）  

◇男性も家庭でしっかりと子どもに向き合う時間が持てる（育児期の男   

性の育児等の時間が先進国並みに）  

◇働き方を見直し人多様な人材を効果的に育成活用することにより、労   
働生産性が上昇するとともに、育児期にある男女の長時間労働が是正   
される  

◇働き方の多様な選択肢が用意される  

◇育児期に離職を余儀なくされる者の割合が減るとともに、育児が一段   
落した後の円滑な再就職が可能となる  

－10－   




